
昭
和
五
十
五
年
十
一
月
十
八
日
受
領 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
質
問
の 

一
〇
） 

答

弁

第

一

〇

号 
   

衆
議
院
議
員
森
井
忠
良
君
提
出
株
式
会
社
東
洋
シ
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三 

 
衆
議
院
議
員
森
井
忠
良
君
提
出
株
式
会
社
東
洋
シ
ー
ト
の
労
使
紛
争
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答 

弁
書 

一
か
ら
三
ま
で
に
つ
い
て 

1 

総
評
全
国
金
属
労
働
組
合
東
洋
シ
ー
ト
支
部
（
以
下
「
支
部
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
は
、
総
評
全
国
金
属
労 

 

働
組
合
（
以
下
「
全
金
」
と
い
う
。
）
か
ら
の
脱
退
問
題
を
巡
り
意
見
の
対
立
が
生
じ
、
昭
和
五
十
四
年
四
月
か 

 

ら
五
月
に
か
け
て
、
支
部
の
組
織
に
変
動
が
生
じ
た
。 

昭
和
五
十
四
年
四
月
以
降
、
支
部
、
全
金
等
か
ら
株
式
会
社
東
洋
シ
ー
ト
（
以
下
「
会
社
」
と
い
う
。
）
に
対 

 

し
て
、
再
三
に
わ
た
り
団
体
交
渉
の
申
入
れ
が
行
わ
れ
た
が
、
会
社
は
、
い
ず
れ
の
申
入
れ
に
つ
い
て
も
、 

 
 

こ
れ
を
拒
否
し
て
紛
争
が
生
じ
て
い
る
。
ま
た
、
昭
和
五
十
四
年
の
夏
季
一
時
金
、
同
年
の
年
末
一
時
金
及 

 
 

び
昭
和
五
十
五
年
の
夏
季
一
時
金
の
支
給
の
問
題
等
に
つ
い
て
も
紛
争
が
生
じ
て
い
る
。 



2 
東
京
地
方
労
働
委
員
会
（
以
下
「
都
労
委
」
と
い
う
。
）
及
び
広
島
地
方
労
働
委
員
会
（
以
下
「
広
島
地
労
委
」
と

い
う
。
）
か
ら
出
て
い
る
救
済
命
令
の
内
容
及
び
会
社
の
履
行
状
況
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

(三) 

昭
和
五
十
五
年
九
月
、
都
労
委
は
、
会
社
に
対
し
、
昭
和
五
十
四
年
の
年
末
一
時
金
に
つ
い
て
、
他
の 

 
 

従
業
員
と
同
一
内
容
で
支
払
う
こ
と
等
の
命
令
を
発
し
た
が
、
会
社
は
こ
れ
を
不
服
と
し
て
、
同
年
十 

 
 

 
 

月
、
中
労
委
に
再
審
査
の
申
立
て
を
行
い
、
現
在
、
中
労
委
に
お
い
て
審
問
前
の
手
続
が
進
め
ら
れ
て
い 

(二) 

昭
和
五
十
五
年
八
月
、
広
島
地
労
委
は
、
会
社
に
対
し
、
組
合
員
に
対
す
る
脱
退
し
よ
う
よ
う
の
禁
止 

 
 

等
の
命
令
を
発
し
た
が
、
会
社
は
こ
れ
を
不
服
と
し
て
、
同
年
九
月
、
中
労
委
に
再
審
査
の
申
立
て
を
行 

 
 

 

い
、
現
在
、
中
労
委
に
お
い
て
審
問
前
の
手
続
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。 

(一) 

昭
和
五
十
四
年
十
一
月
、
都
労
委
は
、
会
社
に
対
し
、
団
体
交
渉
を
拒
否
し
て
は
な
ら
な
い
と
の
命
令 

 
 

を
発
し
た
が
、
会
社
は
こ
れ
を
不
服
と
し
て
、
同
月
、
中
央
労
働
委
員
会
（
以
下
「
中
労
委
」
と
い
う
。
）
に 

 

再
審
査
の
申
立
て
を
行
い
、
現
在
、
中
労
委
に
お
い
て
審
問
後
の
手
続
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。 四 

 



3 

支
部
又
は
そ
の
組
合
員
か
ら
、
広
島
地
方
裁
判
所
（
以
下
「
広
島
地
裁
」
と
い
う
。
）
及
び
神
戸
地
方
裁
判
所 

（
以
下
「
神
戸
地
裁
」
と
い
う
。
）
に
訴
訟
が
提
起
さ
れ
た
事
件
の
う
ち
、
既
に
決
定
が
出
て
い
る
も
の
の
内
容 

 

及
び
会
社
の
履
行
状
況
並
び
に
そ
れ
以
外
の
事
件
の
内
容
及
び
進
行
状
況
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

(三) 

昭
和
五
十
五
年
三
月
、
広
島
地
裁
は
、
会
社
に
対
し
、
支
部
組
合
員
十
一
人
に
昭
和
五
十
四
年
の
年
末 

 
 

一
時
金
を
支
払
え
と
の
仮
処
分
命
令
を
発
し
、
会
社
は
、
同
月
、
命
令
ど
お
り
支
払
つ
た
。 

(二) 

昭
和
五
十
四
年
十
二
月
、
広
島
地
裁
は
、
会
社
に
対
し
、
支
部
組
合
員
十
一
人
に
昭
和
五
十
四
年
の
夏 

 
 

季
一
時
金
を
支
払
え
と
の
仮
処
分
命
令
を
発
し
、
会
社
は
、
同
月
、
命
令
ど
お
り
支
払
つ
た
。 

(一) 

昭
和
五
十
四
年
六
月
、
神
戸
地
裁
は
、
兵
庫
労
働
金
庫
（
以
下
「
兵
庫
労
金
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
支
部 

 

名
義
の
預
金
を
東
洋
シ
ー
ト
労
働
組
合
（
以
下
「
東
洋
シ
ー
ト
労
組
」
と
い
う
。
）
に
支
払
つ
て
は
な
ら
な
い 

 

と
の
仮
処
分
命
令
を
発
し
、
兵
庫
労
金
は
帰
属
不
明
と
し
て
当
該
預
金
を
供
託
し
た
。 

る
。 

五 

 



(七) 

現
在
、
広
島
地
裁
に
お
い
て
、
組
合
事
務
所
明
渡
し
仮
処
分
申
請
事
件
並
び
に
昭
和
五
十
四
年
の
夏
季 

(六) 

昭
和
五
十
五
年
十
月
、
広
島
地
裁
は
、
会
社
に
対
し
、
支
部
に
一
定
額
の
金
員
を
支
払
え
、
支
部
組
合 

 
 

員
の
賃
金
の
う
ち
の
一
部
を
東
洋
シ
ー
ト
労
組
に
支
払
つ
て
は
な
ら
な
い
等
の
仮
処
分
命
令
を
発
し
、
会 

 
 

社
は
、
同
月
、
命
令
ど
お
り
金
員
を
支
払
う
等
の
措
置
を
と
つ
た
。 

(五) 

昭
和
五
十
五
年
十
月
、
広
島
地
裁
は
、
会
社
に
対
し
、
支
部
と
の
団
体
交
渉
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な 

 
 

い
旨
の
仮
処
分
命
令
を
発
し
た
。
こ
の
た
め
、
支
部
は
、
団
体
交
渉
の
申
入
れ
を
文
書
で
行
い
、
こ
れ
を 

 
 

受
け
て
、
会
社
も
支
部
に
対
し
て
文
書
で
回
答
し
て
い
る
が
、
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
、
団
体
交
渉
は
行
わ 

 
 

れ
て
い
な
い
。 

(四) 

昭
和
五
十
五
年
八
月
、
広
島
地
裁
は
、
会
社
に
対
し
、
支
部
組
合
員
十
一
人
に
昭
和
五
十
五
年
度
の
賃 

 
 

上
げ
額
及
び
昭
和
五
十
五
年
の
夏
季
一
時
金
を
支
払
え
と
の
仮
処
分
命
令
を
発
し
、
会
社
は
、
同
月
、
命 

 
 

令
ど
お
り
支
払
つ
た
。 

六 

 



四
に
つ
い
て 

五
か
ら
八
ま
で
に
つ
い
て 

広
島
労
働
基
準
監
督
署
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
に
つ
き
そ
れ
ぞ
れ
監
督
指
導
等
を
実
施
し
、
同
法
違
反
が
認 

 
 

 

め
ら
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
是
正
勧
告
を
行
い
、
同
法
違
反
は
認
め
ら
れ
な
か
つ
た
が
改
善
を
要
す
る
と
認
め 

 
 

 

ら
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
改
善
指
導
を
行
つ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
会
社
か
ら
、
そ
れ
ぞ 

 
 

 

れ
是
正
、
改
善
を
図
つ
た
旨
の
報
告
を
受
け
て
い
る
。 

政
府
と
し
て
は
、
以
上
の
と
お
り
で
あ
る
と
聞
い
て
い
る
。 

最
近
、
支
部
組
合
員
か
ら
広
島
労
働
基
準
監
督
署
に
対
し
、
数
次
に
わ
た
り
賃
金
支
払
い
又
は
年
次
有
給
休 

 
 

 

暇
等
に
関
す
る
労
働
基
準
法
違
反
の
申
告
が
行
わ
れ
た
。 

一
時
金
及
び
年
末
一
時
金
の
残
額
支
払
い
請
求
事
件
が
係
属
中
で
あ
る
。 

御
指
摘
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
い
ず
れ
も
事
件
が
労
働
委
員
会
や
裁
判
所
に
係
属
し
て
お
り
、
政
府 

七 

 



 

八 

と
し
て
と
か
く
の
見
解
を
述
べ
る
こ
と
は
差
し
控
え
た
い
。 

九
に
つ
い
て 

従
来
、
広
島
県
等
関
係
機
関
に
お
い
て
、
紛
争
の
早
期
か
つ
円
満
な
解
決
と
い
う
観
点
か
ら
、
関
係
者
か
ら 

 
 

 

の
事
情
聴
取
や
会
社
に
対
す
る
指
導
、
助
言
が
行
わ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
政
府
と
し
て
は
、
今
後
と 

 
 

 

も
、
適
切
な
指
導
、
助
言
が
行
わ
れ
る
よ
う
、
こ
れ
ら
機
関
と
連
絡
を
密
に
し
て
対
処
し
て
ま
い
り
た
い
。 

右
答
弁
す
る
。 




